
保険料とお支払い例

所得補償保険は、ケガや病気で働けなくなった場合に
得られなくなる所得を補償し、あなたと大事な

家族の生活を守る保険です。

突然の や で万一休診せざるを得なくなり、
毎月の収入が途絶えてしまった場合、心配ではありませんか？？

団体所得補償保険なら万一、病気やケガで働けなくなった場合の
所得をカバーし、あなたの生活をお守りします！

１ 病気・ケガによる入院だけでなく、医師の指示に基づく

自宅療養による就業不能も補償します！

２

３

医師の診査は不要で、契約の手続きが簡単！４

５

６
保険金支払の対象期間は

最長1年間の長期補償！
通算1,000日分の保険金を受け取るまでご契約を継続できます。

保険期間中に保険金をお支払すべき就業不能が

なければ、保険料の20%をお返しします！
※中途脱退（解約）された場合は、無事故戻し返戻金はありません。

世界中・24時間いつでも補償します。

病気

団体所得補償保険 6つの特長

ケガ

必要な補償額を設定いただくことで、
休診中も安心して治療に専念していただくことができます！

【保険期間】２０２３年３月１日午後４時から１年間

【保険料例】 ■３５歳 ■カイロプラクター（職業級別２級） ■保険期間：１年 ■対象期間：１年

保険金額（月額） ３０万円 保険料（月額） ５，６１０円

例 3月25日から12月1４日まで（8ヶ月19日間）入院した場合

【保険料をお支払いする期間】
8ヶ月19日-7日間（支払対象外期間）＝8ヶ月と12日間

【お支払いする保険金】

30万円（月額）×（8ヶ月+12/30日）=252万円

家事従事者のための補償
もございます！



このチラシは概要を説明したものです。
詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

2022年11月29日作成 SJ22-11020

引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社

横浜支店 営業第三課

〒２３１-０００７

神奈川県横浜市中区弁天通５－７０

損保ジャパン横浜馬車道ﾋﾞﾙ５階

ＴＥＬ０４５-２０１-６７２０ FAX０４５-６６２-６８５９

（受付時間 ：平日の午前９時から午後５時まで）

問い合わせ先

該当する□にチェックのうえ、必要事項をご記入いただき、FAX送信ください。

□電話で商品の詳細な説明を聞きたい
希望日時（ 月 日 時頃）

□パンフレット等の詳細資料が欲しい

※今すぐご相談されたい場合は０４５-４７３-４８５０（取扱代理店：ジック）にお電話ください。

お名前

生年月日

ご住所

電話番号

フ リ ガ ナ

年 月 日 （満 歳）
〒

■個人情報の取扱について
当社（取扱代理店：株式会社ジック）は、お送りいただいた当該お問い合わせ欄にご記載の個人情報をもとに、
お客さまのニーズに合った団体所得補償保険プランをご提案させていただきます。なお、適切で分かりやすい
資料にてご提案させていただくために、同個人情報を株式会社ジックが損害保険代理店委託契約を締結して
いる損害保険ジャパン株式会社に提供することにご同意のうえ、お問合せ票にご記入ください。

取扱代理店 株式会社ジック

ＦＡＸ：０４５-４７３-４１９１

取扱代理店
株式会社ジック

〒２２２-００３３

神奈川県横浜市港北区新横浜２-１３-１３ TPR新横浜ビル７F

ＴＥＬ０４５-４７３-４８５０ FAX０４５-４７３-４１９１

（受付時間 ：平日の午前９時から午後５時まで）

団体所得補償保険ＦＡＸお問い合わせ票

JAC事務局
日本カイロプラクターズ協会 事務局

〒１０５-０００４

東京都港区新橋６－２１－３ Ｕ－ＭＡＸビル２F 

ＴＥＬ０３-３４３２-０５６６ FAX０３-５４０１-０９５６


